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法
人
ま
た
は
団
体
に
対
す
る
寄
附
金

（
県
内
の
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
で
収

納
さ
れ
た
も
の
に
限
る
）

※
本
部
が
県
外
に
あ
る
場
合
で
も
対
象

と
な
り
ま
す
。

②
知
事
ま
た
は
県
教
育
委
員
会
の
許
可

を
受
け
た
公
益
信
託
の
信
託
財
産
へ
支

出
し
た
金
銭

※
寄
附
金
を
支
出
し
た
年
の
翌
年
の
一

月
一
日
現
在
、沖
縄
県
内
に
住
所
を
有

す
る
方
は
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除

の
適
用
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

１
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る

　
寄
附
金

２
公
益
法
人
な
ど
に
対
す
る
寄
附
金
で

　
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て

　
財
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の

３
特
定
公
益
増
進
法
人
に
対
す
る
寄
附

　
金（
１
、２
を
除
く
）

　
①
独
立
行
政
法
人
・
地
方
独
立
行
政
法
人

　
②
政
令
に
掲
名
さ
れ
て
い
る
民
法
法

　
　
人
な
ど

　
③
科
学
技
術
の
研
究
な
ど
を
行
う
一

　
　
定
の
要
件
を
満
た
す
民
法
法
人

　
④
学
校
法
人

　平
成
二
十
三
年
度
の
個
人
県
民
税
課
税
分
か
ら
沖
縄
県
税
条

例
で
指
定
し
た
寄
附
金
が
税
額
控
除
さ
れ
ま
す
。
平
成
二
十
二

年
一
月
一
日
以
降
の
寄
附
金
が
対
象
と
な
り
、
控
除
の
適
用
を

受
け
る
に
は『
確
定
申
告
』を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

確
定
申
告
を
お
忘
れ
な
く

〜
条
例
指
定
寄
附
金
の
税
控
除
〜

　か
り
ゆ
し
長
寿
大
学
校
は
、
高
齢
者
の
生
き
が
い
・
健
康
づ
く
り
と
社
会
参
加

を
促
進
す
る
た
め
に
開
設
さ
れ
、
今
年
二
十
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
今
後
ま
す
ま

す
進
展
す
る
高
齢
社
会
を
見
据
え
、複
雑
か
つ
多
様
な
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら

れ
る
よ
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
内
容
を
充
実
さ
せ
、高
齢
社
会
を
支
え
る
地
域
の
担
い

手
の
育
成
機
関
と
し
て「
ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
の
養
成
」を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

沖
縄
県
か
り
ゆ
し
長
寿
大
学
校

　〜
ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
の
養
成
を
め
ざ
し
て
！
〜

大
学
校
の
め
ざ
す
方
向
性

学
習
内
容

一
般
教
養
課
程

専
門
課
程

所
得
税

個
人
住
民
税

ク
ラ
ブ
活
動

　
沖
縄
県
に
お
い
て
は
平
成
二
十
七
年

に
は
県
民
の
五
人
に
一
人
が
高
齢
者
に
な

る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
の

社
会
に
お
い
て
、高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
こ

れ
ま
で
社
会
で
得
た
知
識
・
経
験
・
技
能

を
生
か
し
、健
康
で
生
き
が
い
を
持
っ
て

条
例
指
定
寄
附
金
の
制
度
概
要

沖
縄
県
税
条
例
指
定
寄
附
金

控
除
対
象
と
な
る
寄
附
金

　
所
得
税
の
寄
附
金
控
除
の
適
用
対
象

と
な
る
寄
附
金（
国
に
対
す
る
寄
附
金

お
よ
び
政
党
な
ど
に
対
す
る
政
治
活
動

に
関
す
る
寄
附
金
を
除
く
）の
う
ち
、住

民
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
寄
附
金

と
し
て
県
ま
た
は
市
町
村
が
条
例
で
定

め
る
も
の
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
所
得
税
の
寄
附
金
控
除
の
適
用
対
象

と
な
る
寄
附
金（
国
に
対
す
る
寄
附
金

お
よ
び
政
党
な
ど
に
対
す
る
政
治
活
動

に
関
す
る
寄
附
金
を
除
く
）の
う
ち
、県

内
に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有
す
る

　
⑤
社
会
福
祉
法
人

　
⑥
更
生
保
護
法
人

４
国
税
庁
長
官
の
認
定
を
受
け
た
Ｎ
Ｐ

　
Ｏ
法
人
に
対
す
る
寄
附
金

５
一
定
の
要
件
を
満
た
す
特
定
公
益
信

　
託
に
対
し
支
出
し
た
金
銭

６
特
定
地
域
雇
用
等
促
進
法
人
に
対
す

　
る
寄
附
金

７
政
党
な
ど
に
対
す
る
政
治
活
動
に
対

　
す
る
寄
附
金

１
都
道
府
県
・
市
区
町
村
に
対
す
る
寄

　
附
金

２
住
所
地
の
都
道
府
県
共
同
募
金
会
に

　
対
す
る
寄
附
金
で
総
務
大
臣
の
承
認

　
な
ど
を
受
け
た
も
の

３
住
所
地
の
日
本
赤
十
字
社
支
部
に
対

　
す
る
寄
附
金
で
総
務
大
臣
の
承
認
な

　
ど
を
受
け
た
も
の

４
沖
縄
県
税
条
例
指
定
寄
附
金

　（
県
内
在
に
限
る
）

　
①
所
得
税
法
第
七
十
八
条
第
二
項
第

　
　
二
号
に
よ
り
財
務
大
臣
が
指
定
し

　
　
た
寄
附
金

　
②
独
立
行
政
法
人
・
地
方
独
立
行
政

　
　
法
人

　
③
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
、日

　
　
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
、日
本
私

　
　
立
学
校
･
振
興
･
共
済
事
業
団

　
④
公
益
社
団
法
人
・
公
益
財
団
法
人

　
　（
特
例
民
法
法
人
含
む
）

　
⑤
学
校
法
人

　
⑥
社
会
福
祉
法
人

　
⑦
更
生
保
護
法
人

　
⑧
特
定
公
益
信
託
の
信
託
財
産
と
す

　
　
る
た
め
に
支
出
し
た
金
銭

　
⑨
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ

寄
附
者
の
申
告
手
続
き

　
個
人
住
民
税
の
寄
附
金
控
除
を
受
け

る
た
め
に
は
、毎
年
一
月
一
日
か
ら
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
っ
た
寄
附
に

つ
い
て
、翌
年
三
月
十
五
日
ま
で
に
最

寄
り
の
税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
所
得
税
の
電
子
申
告（
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
）

を
利
用
す
る
場
合
は
、領
収
書
の
添
付

は
省
略
可
能
で
す
。た
だ
し
、寄
附
を

行
っ
た
者
が
、三
年
間
領
収
書
を
保
存

す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
個
人
住
民
税
の
寄
附
金
控
除
の
み
の

適
用
を
受
け
る
場
合
は
、所
得
税
の
確

定
申
告
の
代
わ
り
に
、住
所
地
の
市
町

村
で
簡
易
な
申
告
を
行
う
こ
と
も
可
能

で
す
。こ
の
場
合
、所
得
税
の
寄
附
金
控

除
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意

く
だ
さ
い
。

●県高齢者福祉介護課  TEL:098-866-2214　　　FAX:098-862-6325お問い合わせ●県税務課  TEL:098-866-2101　FAX:098-866-2709お問い合わせ

社
会
に
貢
献
で
き
る「
ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ

ア（
活
動
的
な
高
齢
者
）」と
な
る
こ
と
が

と
て
も
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
か
り
ゆ
し
長
寿
大
学
校
は
、高
齢
者
に

体
系
的
な
学
習
の
場
を
提
供
し
、生
き
が

い
の
あ
る
生
活
基
盤
の
確
立
と
健
康
の

保
持
・
増
進
に
役
立
て
る
と
と
も
に
、地

域
活
動
の
担
い
手
を
養
成
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
設
置
し
て
い
ま
す
。

　
高
齢
期
に
必
要
と
さ
れ
る
教
養
お
よ

び
地
域
活
動
に
必
要
な
情
報
や
企
画
・
運

営
の
手
法
を
習
得
し
ま
す
。

（
内
容
）

　
地
域
活
動
、健
康
管
理
、介
護
予
防
、ス

ポ
レ
ク
、金
融
・
法
律
関
係
な
ど

①
地
域
文
化

　
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
学
び
、わ
ら
べ

う
た
や
伝
承
遊
び
な
ど
を
通
し
て
伝
承

技
法
を
身
に
つ
け
、実
践
活
動
を
通
し
て

次
世
代
に
継
承
す
る
力
を
養
い
ま
す
。

（
内
容
）

　
郷
土
の
歴
史
・
文
化
・
伝
統
、伝
承
遊

び
・
玩
具
作
り
、保
育
園
現
場
体
験
、史
跡

め
ぐ
り
な
ど

②
健
康
福
祉

　
高
齢
者
に
有
効
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
学
び
、地
域

に
お
い
て
高
齢
者
に
必
要
な
健
康
・
保
持

増
進
活
動
を
行
う
実
践
力
を
身
に
つ
け

ま
す
。

（
内
容
）

　
健
康
管
理
、介
護
実
習
、レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
、救
急
法
、Ａ
Ｅ
Ｄ
取
扱
講
習
、

福
祉
現
場
体
験
な
ど

③
生
活
環
境

　
環
境
や
消
費
者
問
題
に
つ
い
て
学
び
、

実
際
に
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
や
環
境
美
化

活
動
を
行
う
中
で
、家
庭
の
中
か
ら
始
め

る
活
動
か
ら
地
域
活
動
へ
発
展
さ
せ
る

技
法
を
学
び
ま
す
。

（
内
容
）

　
環
境
問
題
、

調
理
実
習
、
消

費
者
問
題
、
リ

サ
イ
ク
ル
活

動
、
自
然
観
察

会
、
環
境
美
化

活
動
な
ど

　
学
生
の
自
主
的
な
活
動
を
支
援
し
、卒
業

後
の
円
滑
な
地
域
活
動
に
つ
な
げ
ま
す
。

（
内
容
）

　
陶
芸
、絵
画
、薬
草
、写
真
、書
道
、園
芸

な
ど

平成23年度学生募集のお知らせ
応 募 資 格

就 学 期 間

受  講  料

応 募 方 法
受 付 期 間
問い合わせ

県内に在住し、平成23年4月1日までに満60歳に達しており、
全期間受講できる者
1年間（平成23年4月～平成24年3月）。
原則週1回（火曜日または木曜日）、午前10時～午後3時（4時間）
15,000円（年額）。事務手続にかかる諸経費、課外活動などにかかる
経費については自己負担。
所定の入学願書をいきいき長寿センターに提出（郵送可）
2月21日（月）～3月1日（火）午前9時～午後5時（土･日･祝祭日除く）
社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会　いきいき長寿センター
那覇市首里石嶺町4丁目３７３番地１　☎098-887-1344

生きがい・健康づくり

社会貢献の
動機付け

自発性・主体性
の醸成

仲間意識の
高揚

新たな教養・知識の習得

専門的・実践的学習

健康の保持・増進

地域活動情報の提供

アクティブシニア
クラスの自主運営

学習成果の発表

課題の自主研究

社会参加の促進

運動会・交流会の実施

学園祭の実施

自主活動
（クラブ・自治会）

組織・仲間づくり

①県税条例で指定された寄附金
　「寄附金－５,000円」の４％
②市町村税条例で指定された寄附金
　「寄附金－５,000円」の６％
③県税条例および市町村税条例で
　指定された寄附金
　「寄附金－５,000円」の10％

控除額

※ただし、総所得金額等の30％が寄附金
　の税額控除対象の上限

！！

申告手続の流れ

寄附者

寄附金

指定寄附金
団体など

❸申告

❶寄附

❷領収書の受け取り

※領収書を添付
税務署


